
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 10 月 

特 別 区 長 会 

  

不合理な税制改正等に対する 

特別区の主張（平成 30 年度版） 

資料１－２ 



 

 

「地方創生の推進」と「税源偏在是正」の名のもと、地方法人課税の一部国税化

や地方消費税の清算基準の見直し、ふるさと納税等の不合理な税制改正等により、

特別区の貴重な税源は一方的に奪われています。 

こうした不合理な税制改正等による特別区全体の影響額は現時点で 1,300 億円

超、消費税率 10％段階においては 2,000 億円に迫る規模であり、特別区における

人口 50 万人程度の財政規模に相当する衝撃的な額です。 

平成 30 年度与党税制改正大綱では「特に偏在性の高い地方法人課税における税

源の偏在を是正する新たな措置について検討し、平成 31 年度税制改正において結

論を得る」とされ、さらに都市部から税源を吸い上げる動きが表面化しています。 

地方税を国税化して再配分する手法は、応益負担や負担分任という地方税の本旨

を無視したものです。本来、地方財源の不足や地域間の税収等の格差については、

国の責任において地方交付税財源の法定率を引き上げ、調整するべきです。 

特別区は、持続的な都市の発展のために取り組むべき喫緊の課題や将来的な課題

が山積しています。また、地方交付税交付金の不交付団体であることから、経済危

機や大規模災害により地方税等が大幅に減収する場合にも交付金等に頼らずに自ら

の財源で積立てた基金の活用等により対応する必要があります。 

地方税に地方交付税等を合わせた人口一人当たりの収入額では、東京は全国平均

と同水準であり、人口一人当たり税収額のみをもって地域間格差を比較するのは適

当ではありません。 

備えとしての基金の増加や税収の多寡という側面にのみ焦点を当てて、あたかも

財源に余裕があるとする議論は容認できません。 

今必要なことは、全国各地域が自らの責任で真に必要な住民サービスを提供する

とともに、自治体間の積極的な交流や協働事業によって共存共栄する良好な関係構

築を図ることであり、税源の奪い合いにより自治体間に不要な対立を生むような制

度は認められません。 

今こそ、各地域を支える地方税財源の充実強化を図り、日本全体が持続可能な発

展を目指すべきです。 

は じ め に 
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1-１ 税制改正等の動向                 

平成２０年度  法人事業税の暫定措置の導入 
・ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の導入 

（法人事業税の一部を地方法人特別税として国税化し、地方法人特

別譲与税として再配分） 

ふるさと納税制度の導入 

平成２６年度  法人住民税の国税化開始 

・ 地方法人税の導入 
（法人住民税の一部を地方法人税として国税化し、地方交付税の原

資に） 

平成２７年度  ふるさと納税制度の拡大 

・ ワンストップ特例制度の導入 

・ 個人住民税特例控除額の上限引上げ 

地方消費税にかかる清算基準の見直し 

・ 人口 12.5% → 15%、従業者数 12.5% → 10%など 

平成２８年度  法人実効税率の段階的引き下げ開始 

平成２９年度  地方消費税にかかる清算基準の見直し 

・ 人口 15% → 17.5%、従業者数 10% → 7.5%など 

平成３０年度  地方消費税の清算基準の抜本的な見直し 

・ 人口 17.5% → 50%、従業員数 7.5% → 0％、 
統計基準 75% → 50%など 

【消費税率 10%段階】 

○ 地方法人特別税の廃止に伴い、法人事業税を復元し、法人事業税交付金を創設 

○ 法人住民税の更なる国税化の導入 

【検討中】 

○ 総務省「地方法人課税に関する検討会」において、 
地方法人課税における新たな措置を検討 

 

１ 不合理な税制改正等の状況 
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1-2 不合理な税制改正等による影響額          
 

 

 

 

 

 

◆ 減収額は段階的に積み上がり、区の財政に多大な影響を及ぼしている 

 

 

 

 

 

 

◆ 減収見込みの 2,000 億円を区のサービスに換算すると 

 「保育所」を新たに建てる場合は、945 所分 

 「特別養護老人ホーム」を新たに建てる場合は、146 所分 

 「小学校」を建て替える場合は、111 校分 

 「23 区のゴミ処理」では、２年３か月分 

 

 

 

 

 

※平成 30 年度都区財政調整における算定経費を基に相当分を算出。 

保育所、特別養護老人ホームを新たに建てる費用に用地費は含まない。 

✓ これまでの不合理な税制改正等による特別区への影響額は、 

消費税率 10%段階において、2,000 億円に迫る規模です。 

✓ 本来であれば、区税として区民の皆様に使われるべき税金が、 

国によって一方的に奪われています。 
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約35倍もの住民税が流出
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国税化による減収額
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地方消費税清算基準の
見直しによる減収額

特別区では、国による「不合理な税制改正等」「幼児教育無償化」に関する要望書を、

平成 30 年 7 月 17 日に総務大臣宛に提出しました。 
 

特別区長会事務局ホームページ（平成 30 年度の要望活動） 

http://www.tokyo23city-kuchokai.jp/katsudo/youbou.html 
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1-3 さらに都市部から税源を吸い上げる動きが表面化    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 近年、経済再生への取組みにより地方税収が全体として増加する中で、地域間の財政力格差

は再び拡大する傾向にある。地方交付税の不交付団体においては、財源超過額が拡大し、

その基金残高も大きく増加している。一方、交付団体においては、臨時財政対策債の残高が

累増するなど、厳しい財政運営が続いている状況にある。 

 地方創生を推進し、一億総活躍社会を実現するためには、税源の豊かな地方公共団体のみが

発展するのではなく、都市も地方も支え合い、連携を強めることが求められる。また、各地方

においていきいきとした生活が営まれることは、都市が将来にわたり持続可能な形で発展して

いくためにも不可欠である。このためには、偏在性の小さい地方税体系の構築に向けて、新た

に抜本的な取組みが必要である。 

 こうした観点から、特に偏在度の高い地方法人課税における税源の偏在を是正する新た

な措置について、消費税率 10％段階において地方法人特別税・譲与税が廃止され法人事

業税に復元されること等も踏まえて検討し、平成 31 年度税制改正において結論を得る。 

「平成 30 年度与党税制改正大綱（平成 29 年 12 月 14 日）」抜粋 

✓ 消費税率 10％段階（2019 年 10 月）において、すでに法人住民税

の国税化が拡大されることが決まっています。 

✓ これに加えて、国は、地方法人課税へのさらなる措置を検討していま

す。 

均等割

法人税割
3.2％

均等割

法人税割
9.7％

都道府県 区市町村

法人事業税
0.7％

（国税）
地方法人
特別税
2.9％

都道府県

法人事業税
3.6％

② 譲与税と
あわせて廃止

均等割

法人税割
1.0％

均等割

法人税割
6.0％

都道府県 区市町村

▲1.0％

都道府県

4.4％ 4.4％

5.9％

消費税率8％
段階

消費税率10％
引上げ後

法人事業税
（地方税）

法人住民税
（地方税）

地方法人税
（国税）

国税化

国

国

▲1.2％ ▲1.7％

▲2.0％

（交付金）
税額の5.4％

消費税率10%段階の措置は
以下のとおりになりますが、
これとは別にさらなる措置が
検討されています。

② 地方法人特別税・譲与税の
廃止に伴う交付税原資化

① 消費税率の引上げに伴う
交付税原資化

②による減収の同額相当を補てんする目的で
法人事業税交付金を創設

（特別区の場合、特別区財政調整交付金で交付）

※法人事業税・地方法人特別税の税率

は、所得割の税率（資本金 1 億円超の普

通法人の年 800 万円を超える所得に係る

標準税率）を例示 
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2-1 一人当たり税収格差による比較は一面的でしかない     
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 地方交付税等により地方自治体の収入は既に均衡化している 
 

 

 

 

  

人口一人当たりの地方税収額と地方交付税等の収入（全国平均を 100 とした場合） 

２ 不合理な税制改正等に関する反論 

✓ 地方税に地方交付税等を合わせた人口一人当たりの収入を比較する

と、東京はほぼ全国平均であり、他の道府県と比較して東京の収入が突

出している訳ではありません。 

✓ 一人当たりの地方税収の格差を是正するため、地方税の見直しが必要

との見方があります。 
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※総務省「平成 28 年度 地方財政統計年報」を基に作成。 
※区域内の市区町村を含む。 
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◆ 東京は交付税原資の４割以上を負担しているものの、東京（都内市町村

の一部）への交付税の配分は１％に満たない 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※国税庁「平成 28 年度 統計年報（国税徴収 都道府県別の徴収状況）」、 
総務省「平成 28 年度 地方財政統計年報（市町村歳入決算）」を基に作成。 

✓ 自治体間の税源の偏在は、地方交付税等により自治体の財源保障や 

自治体間の財源調整が行われています。 

✓ 地方交付税の原資の４割以上を東京都の住民（個人、法人）が負担し

ており、地域間の税収格差の解消に大きく貢献しています。 

✓ 一方、地方交付税は本来、地方固有の財源であり、国の責任で交付税

財源の法定率を引き上げることで原資を確保すべきです。 

東京都 0.6％

500億円

東京都 42.8％

3兆5,087億円

税収超過地域 27.0％

2兆2,085億円

その他地域 89.4％

7兆3,212億円

その他地域 30.2％

2兆4,718億円

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地方交付税財源の収入と配分（市町村分）

地方交付税より地域内の税収の方が多い地域

地域内税収
（国税）

地方交付税

税収超過地域 10.0％ 8,178億円

地域内税収＝国税のうち、所得税33.1%、法人税33.1%、酒税50%、消費税22.3%
及び地方法人税の合計
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2-2 財政需要を反映せずに財源超過があるとの見方は失当  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 交付税算定上の基準財政需要額と実態には大幅な乖離 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】基準財政需要額の推移（昭和 62 年度を 100 とした場合の指数） 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 地方交付税の算定において、財政需要は大幅に抑制されていることか

ら、交付税算定上の基準財政需要額と東京都（都と特別区を合算して算

定）の実態には大幅な乖離があります。 

✓ 地方交付税算定上の財源超過額は実態を表したものではなく、財源超

過額をもって、財源余剰があるという見方は妥当とは言えません。 

※平成 28 年度地方交付税算定額、東京都総務局「平成 28 年度特別区決算状況」を基に作成。 
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100

157

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

（指数）

（年度）

地方交付税における東京都〔都区合算〕とその他の道府県・市町村計の基準財政需要額の推移

東京都〔都区合算〕を除く道府県・市町村計

東京都〔都区合算〕
全国と比べて需要額の

伸びが低く抑えられている

✓ 地方交付税における財源超過額をもって、財源余剰があるとの見方が

あります。 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

都区一般財源

負担額

交付税基準財政

需要額

（億円）

地方交付税と実態の乖離（東京都及び特別区の合算額）

議会・総務 民生・衛生 労働・農林・商工 土木 教育 公債 その他

実態との
大幅な乖離

1兆300億円

※ 都区一般財源負担額は、一般財源等から積立金を除いたもの
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◆ 交付税の算定において、財政需要は十分に反映されていない 

需要の割り落とし（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

※東京都財務局「平成 30 年度東京都普通交付税 算定結果に対する東京都の考え方」より引用。 
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2-3 消費税率の引上げによる増収額を実質的に失う     
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 消費税の増税が区民サービスの低下を招く恐れ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 地方消費税の増税で、特別区の収入が他の地域に比べて大幅に増え

る、との見方があります。 

消費税率引上げによる
本来の増収分

688億円

現
在
の
行
政
規
模

法人住民税国税化
による減収

▲384億円

消費税軽減税率の導入・
清算基準の抜本的な見直し

による減収

▲228億円

76億円 実際の増収分

① 本来の消費税率
引上げの影響

② 不合理な税制改正等
による影響

消費税率引上げによる
本来の増収分の多くを失う

③ 幼児教育無償化に要する経費

消費税率の引上げによる
実際の増収分では対応しきれない

幼児教育無償化の実施のためには、
現在の行政サービスを縮減
しなければならない

認可外保育所、預かり保育等分

合計 ▲612億円

幼児教育無償化に要する経費

幼稚園、保育所、認定こども園分

300億円超

現在の行政サービスの
縮減を求められる部分

これらに加えて、与党税制改正大綱に基づく、
地方法人課税の「新たな措置」がある場合、
特別区は更なる減収を強いられる可能性があります。

現
在
の
行
政
規
模

不合理な税制改正等と幼児教育無償化の特別区への影響（イメージ）

✓ 国が検討している幼児教育無償化に要する経費の一部を自治体が負担

することになった場合、不合理な税制改正等による大幅な減収の影響に

より、消費税率 10％段階で特別区の財源は差し引きマイナスとなるこ

とから、区民は増税にも係わらず区民サービスの縮減を求められる可能

性があります。 

○ 平成 29 年 12 月に国が策定した「新しい経済政策パッケージ」において「３歳から５歳まで

の全ての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化する。」という幼児教育無償

化の方針が打ち出されています。 

○ この幼児教育無償化の財源については、「消費税率 10％への引上げによる財源を活用する。」

とされています。 

※特別区長会事務局試算 
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2-4 地方税財源の拡充こそ地方分権のあるべき姿      

 

 

 

◆ 各地方団体も地方税財源の充実・確保を求めている 

 特別区長会  「平成 31 年度国の施策及び予算に関する要望書（平成 30 年 8 月 24 日）」より抜粋 

地域間の税収格差の是正は、国の責任において地方交付税制度で行われるべきものであ

り、地方税の原則を歪め、地方分権に逆行する、法人住民税の一部国税化を早期に見直し、

地方自治体間に不要な対立を生む不合理な税制改正等を行わないこと。また、法人実効税

率の引き下げ等、地方財政に影響を与える税制改正を行う場合、国の責任において、確実

な代替財源を確保すること。 

地方税財源の充実確保に向けて、偏在性が小さく、税収が安定的な地方消費税等の税源

を移譲するなど、地方税中心の税体系に向け抜本的な再構築を図ること。 

 地方六団体  「平成 30 年度地方財政対策等についての共同声明（平成 29 年 12 月 22 日）」より抜粋 

日本経済の更なる成長に向け、国と一体となって地域経済の活性化及び地方創生に全力

を挙げて取り組む所存であり、今後とも地方税財源の充実確保が図られることを求める。 

 

 全国知事会  「地方税財源の確保・充実等に関する要望書（平成30年7月25日」）より抜粋 

地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、福祉・医療、地域経済活性化・

雇用対策、人づくり、国土強靱化のための防災・減災対策等の役割を担っていくためにも、

地方団体の安定的な財政運営に必要となる地方一般財源総額の確保・充実を図られたい。 

 

 

※地方六団体…全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、 
全国町村議会議長会 

✓ 真に求められるのは、地方税の税源偏在是正という地域間の対立を煽

るような調整ではありません。 

✓ 国の責任により地方税財源総体を拡充していくことこそ、地方分権の

本来の姿です。 
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2-5 法人住民税の国税化は地方分権に逆行        
 

 

 

 

 

◆ 法人住民税の国税化（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 法人住民税（法人税割）の影響額 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 法人住民税は、法人が地方自治体から受ける行政サービスの対価とし

て負担を求めている自治体固有の財源です。 

✓ 法人住民税の国税化（地方交付税原資化）により、受益と負担に基づ

く応益課税という地方税の原則がないがしろになっています。 

✓ 法人住民税の一部国税化は、拡充すべき自主財源である地方税を縮小

することにほかならず、地方分権の流れに逆行します。 

✓ 地方間の財源調整は地方交付税制度により、国の責任において行うべ

きです。 

※ 特別区長会事務局試算 

国税化前 国税化後

※平成28年度決算ベース

市町村分

都道府県分

市町村分

都道府県分

地方法人税

約6,290億円
地方交付税

原資化

交付されない

不交付団体

（特別区）

交付団体

（A県）

交付される

交付団体

（B市）

８％段階

（現行）

10％段階

（見込み）

－ －

消費税率引上げ見合い分 ▲ 628 ▲ 897

－ ▲ 473

－   ※2  358

▲ 628 ▲ 1,012
※1　法人住民税（市町村民税分）は都区財政調整制度の原資である調整三税の一部であり、都区共通の財源（都45％：区55％）
※2　地方法人特別税（法人事業税暫定措置）廃止に伴う法人住民税の国税化拡大分の代替として、法人事業税の一定割合が法
　　   人事業税交付金として交付され、特別区では都区財政調整の財源となる。

影響見込み額（単位：億円）
消費税率

特別区への影響額

（市町村民税分）

55％ベース ※1

法人事業税（都税）の暫定措置

法人住民税国税化 地方法人特別税廃止分
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2-6 ふるさと納税は抜本的な見直しが必要        

 

 

 

 

ふるさと納税の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ふるさと納税は地方交付税の財源を圧迫している 

 

 

 

 

 

◆ ワンストップ特例制度は国の負担分を地方自治体が負担している 

 

 

ふるさと納税をしていない区民 ふるさと納税をした区民 

住民税の減収による行政サービスの 
低下を受け入れざるを得ません 

過剰な返礼品による見返りを受けて 
実質的に税負担減の恩恵を受けます 

不公平 

✓ 税の使われ方を考えるきっかけとなること、生まれ故郷やお世話にな

った地域の力になれること等、「ふるさと納税」制度の趣旨には特別区

としても賛同しています。 

✓ しかし、一方では、過剰な返礼品を受けた区民のみが恩恵を受け、そ

の他の区民は減収による区民サービスの低下を受け入れざるを得ないと

いった不公平が生じるなど、制度に歪みが生じているのも事実です。 

○ 地方交付税においては、ふるさと納税による寄附を受けた交付団体は基準財政収入

額の調整がなされず、寄附収入分が純増となる一方、他自治体に対する寄附による減

収があった交付団体は、地方交付税により補填される仕組みとなっています。 

○ その結果、地方交付税の財源を圧迫するとともに、不交付団体は減収分の補填が及

ばないため純減となります。 

○ 平成 27 年度から適用された「ふるさと納税ワンストップ特例制度（※）」により、

個人住民税から控除されている所得税分については、本来全額を所得税から控除すべ

きものであり、地方特例交付金等で国がその財源を補填すべきです。 

※ 給与所得者等が５団体まで確定申告不要で寄附金控除を受けられる制度。ふるさと納税ワン
ストップ特例制度を利用した場合、本来、国税である所得税から控除されるべき額が、地方税
である個人住民税から控除される（＝申告特例控除額） 
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◆ 特別区における寄付金控除額は年々増加しており、その影響については

看過できない状況となっている 

各区におけるふるさと納税控除額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 平成 26・27 年度数値は総務省「市町村税課税状況等の調」の結果から特別区長会事務局にて試算。 
平成 28～30 年度数値は総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」を基に作成。 

✓ 寄附金控除額は約 321 億円となっており、相当分の区民サービスの

低下が見込まれます。 

✓ また、国税からの控除分を肩代わりする申告特例控除額は約 14.6 億

円となっており、看過できない状況になっています。 

寄附金

控除額

区民税に

占める割合

寄附金

控除額

区民税に

占める割合

寄附金

控除額

区民税に

占める割合

寄附金

控除額

区民税に

占める割合

寄附金

控除額

区民税に

占める割合

千代田 3.1億円 6.0億円 4.59% 7.9億円 5.34%

中  央 5.0億円 9.0億円 3.83% 13.2億円 5.09%

港 15.4億円 23.5億円 3.53% 31.6億円 4.42%

新  宿 6.7億円 11.7億円 2.94% 15.6億円 3.77%

文  京 5.3億円 9.4億円 3.04% 13.5億円 4.24%

台  東 1.9億円 3.8億円 2.14% 5.4億円 2.94%

墨  田 2.2億円 4.1億円 1.96% 6.1億円 2.82%

江  東 7.5億円 13.5億円 2.95% 18.7億円 4.01%

品  川 6.4億円 11.9億円 2.88% 16.5億円 3.93%

目  黒 6.1億円 11.9億円 2.97% 16.1億円 3.90%

大  田 7.4億円 13.6億円 2.09% 18.9億円 2.79%

世田谷 16.4億円 31.0億円 2.73% 40.8億円 3.51%

渋  谷 7.3億円 13.1億円 2.99% 17.4億円 3.81%

中  野 3.6億円 6.4億円 2.09% 8.9億円 2.84%

杉  並 7.1億円 13.7億円 2.29% 18.7億円 3.08%

豊  島 4.1億円 7.0億円 2.55% 9.4億円 3.29%

北 2.7億円 4.9億円 1.89% 6.9億円 2.59%

荒  川 1.7億円 3.0億円 2.04% 4.3億円 2.87%

板  橋 3.7億円 6.9億円 1.70% 9.5億円 2.22%

練  馬 6.7億円 8.9億円 1.46% 16.1億円 2.61%

足  立 3.3億円 6.3億円 1.50% 8.7億円 2.03%

葛 飾 2.2億円 4.3億円 1.43% 5.9億円 1.95%

江戸川 4.3億円 7.7億円 1.66% 11.1億円 2.32%

合計 9.2億円 0.10% 24.2億円 0.26% 130.0億円 1.36% 231.6億円 2.46% 321.1億円 3.30%

前年度比⇒ 2.6倍 5.4倍 1.8倍 1.4倍

平成26年度比⇒ 34.8倍

区名

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度平成26年度

1.36%0.26%24.2億円9.2億円 0.10%
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2-7 地方消費税の清算基準は本来の趣旨に沿うべき     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 国は明確な理由なく不合理な見直しを続けている 
      

 

 

 

 

 

 

◆ 特別区は、不合理な見直しにより多大な影響を受けている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度（見込み） ▲380 億円 

消費税率 10％段階（見込み） ▲485 億円 

✓ 地方消費税の清算基準については、これまでの不合理な見直しに加

え、平成 30 年度税制改正では、人口の比率を大幅に引き上げ、従業者

数の基準数値を廃止するなどの見直しが行われました。 

✓ 清算基準については、「税源の偏在是正」や「地方消費税増税分の社

会保障財源化」と切り離し、あくまで『税収を最終消費地に帰属させ

る』という本来の趣旨に沿った基準とするべきです。 

～26年度 27・28年度 29年度 30年度～

小売年間販売額

※1

サービス業対個人

事業収入額 ※2

12.5％ 15％ 17.5％ 50%

12.5％ 10％ 7.5％ －

※１ 商業統計本調査  ※２ 経済センサス活動調査  ※３ 国勢調査  ※４ 経済センサス基礎調査

75％ 75％ 50%

人口 ※3

従業者数 ※4

統

計

基

準

75％

※ 特別区長会事務局試算 
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◆ 「特別区全国連携プロジェクト」の推進により、全国各地域との連携を

深めている 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公式ロゴマーク 

３  

✓ 我が国は、人口減少社会を迎えるなかで、地域の崩壊や経済の衰退

などが懸念されており、今まさに地域の活性化が求められています。 

✓ 一方で、全国各地域の疲弊は、地方税の偏在にも一因があるとし

て、地方税の一部を国税化し（地方法人税の創設）、地方交付税の原資

とすることで財政調整を行い、更に拡大しようとしています。自治体

間が対立し財源を奪い合う構図は、本来の地方自治の姿ではありませ

ん。 

✓ 特別区は人材の交流はもちろん、経済、生活全般にわたり、全国各

地域に支えられ成り立っています。今、必要なことは、東京を含む全

国の各地域が、活き活きとしたまちづくりを進め、ともに発展・成長

しながら更なる共存共栄を図っていくことです。 

✓ 特別区は全国各地域との連携を深め、東京を含めた全国各地域の経

済の活性化、まちの元気につながるような取組として、「特別区全国連

携プロジェクト」を展開しています。 
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◆ 全国の自治体や民間団体等と文化交流や観光物産展の開催など様々な形

で連携している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 特別区は様々な連携事業のほか、被災自治体に対する支援も行っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 特別区 ⇔ 974 自治体（重複自治体を除く。平成 30 年 5 月 1 日時点） 
   

各区交流自治体 675、全国連携ＨＰ会員登録自治体 253、広域連携協定締結自治体 298 
  ※ 特別区は、全国 1,765 の自治体（47 都道府県、1718 市町村）の 1/2 以上と連携 
  ※ また、全国 47 都道府県内の市町村と連携 

特別区と全国自治体との交流実績 

■ 東日本大震災    延べ 7,022 名 派遣 

■ 熊本地震      延べ   421 名 派遣 

被災自治体に対する支援実績（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

574

149

641

197 210

675

253
298

0

200

400

600

800

各区交流自治体数 全国連携ホームページ

会員登録自治体

広域連携協定

締結自治体

（自治体数） 連携・交流の拡大・充実

27年 28年 29年
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4-1 特別区の人口は増え続けている            

 

 

 

 

◆ 都心区を中心とした高層マンション建設などに伴う都心回帰の影響によ

り、近年は約 930 万人まで増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

✓ 特別区の総人口は、これまで、800 万人前後で推移してきました

が、都心回帰の影響により、近年は約 930 万人まで増加しています。 

✓ 日本の人口は、既に減少局面に入っていますが、今後、特別区では

2035 年まで増加を続けると推計されており、同時に急激な高齢化が進

行します。 

※国勢調査を基に作成。なお、年齢階級別人口には外国人人口を含まない。 

４ 特別区の現状 

31 38 48 57 69 79 91 109 133 157 177 200 

613 
678 660 628 604 615 607 589 586 588 

606 609 

187 
173 176 178 161 140 112 96 90 90 

95 
100 

0

200

400

600

800

1,000

昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（万人）

特別区の人口（これまでの推移）

高齢者人口（65歳以上） 生産年齢人口（15歳以上65歳未満） 年少人口（15歳未満）

高齢化率
3.7％

高齢化率
21.5％

927

797
831
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◆ 日本の人口は既に減少局面に入り、今後、人口減少は更に加速 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 一方、特別区の人口は 2035 年まで増加し、同時に高齢者も急増 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,387 3,619 3,677 3,716 3,782 3,921 3,919 

7,728 7,406 7,170 6,875 6,494 5,978 5,584 

1,595 1,507 1,407 1,321 1,246 
1,194 

1,138 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

（万人）

全国の将来推計人口

高齢者人口（65歳以上） 生産年齢人口（15歳以上65歳未満） 年少人口（15歳未満）

1億642万人

1億2,710万人

推計値

※全国、特別区ともに国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計）」を基に作成。 
 2015 年は国勢調査による実績値。 

日本全体が人口減少局面に入る一方、特別区においては、今後 
も人口増加や高齢化に伴う膨大な財政需要が見込まれます。 

204 212 214 225 242 266 280 

623 634 645 646 634 609 591 

100 103 103 102 101 101 99 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

（万人）

特別区の将来推計人口

高齢者人口（65歳以上） 生産年齢人口（15歳以上65歳未満） 年少人口（15歳未満）

（高齢者数）
204万人

（高齢者数）
280万人

970万人927万人

推計値

977万人
総人口ピーク
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4-2 特別区は首都の暮らしや企業活動を支えている    

 

 

 

 

◆ 300 万人近くが通勤や通学で流入し、昼間人口は約 1,200 万人 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 27 年国勢調査（従業地・通学地による人口・就業状態等集計）を基に作成。 
 （特別区 昼間人口 12,033,592 人、夜間人口 9,272,740 人） 

 

✓ 東京は日本の首都として、日本の心臓部として日本の発展に重要な

役割を果たしてきました。 

✓ その中でも特別区の地域は、国土の 0.1％というわずかな土地に高度

な集中・集積があることをメリットとして活かす一方、その集中・集積

がもたらす諸問題を克服しながら首都東京ひいては日本の社会・経済を

牽引してきました。 
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（比率）（万人）

昼夜間人口

昼夜間人口差分

昼夜間人口比率

名古屋圏
近畿圏

特別区 276万人

愛知県 10万人

大阪府 38万人

東京圏
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◆ 全国の約１割に当たる約 55 万箇所の事業所、750 万人超の従業者が 

特別区に集中 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 都内総生産は約 104 兆円で、全都道府県の県内総生産を合計した約

530 兆円の約 19.5％を占める 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務省・経済産業省「平成 28 年経済センサス-活動調査-」を基に作成。 

102.9 

96.3 

100.2 

103.2 103.6 

18.0

19.0

20.0

21.0

 90

 95

 100

 105

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

（兆円） 都内総生産

東京都

東京都シェア（都／全都道府県）

（％）

（年度）

※内閣府「県民経済計算（平成 18 年度-平成 27 年度）（2008SNA、平成 23 年基準計数）」 
（２．県内総生産（生産側、実質：連鎖方式）※支出側も同じ-平成 23 暦年連鎖価格-）を基に作成。 

550,265

77,589
124,866 126,879

198,329

77,835

0

200,000

400,000

600,000

特別区 札幌市 横浜市 名古屋市 大阪市 福岡市

（所） 事業所数
755.0 

83.9 

147.6 
141.7 

220.9 

86.7 
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（万人） 従業者数



- 20 - 

 

◆ 一方、特別区の用地取得単価の平均は、全国平均の約 25 倍であり、公

共施設用地の確保は困難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※一般財団法人 土地情報センター「[地価公示]（平成 30 年） 
「都道府県別区市町村別」平均価格・対前年平均変動率」を基に作成。 

※総務省「地方財政状況調査」（平成 28 年度普通会計決算）を基に算出。 

（用地取得単価）50.2 万円/㎡ ⇔ 全国平均 2.0 万円/㎡ 

特別区は、日本の政治、経済、行政の中枢機能に加え、世
界に類を見ないほど人口が集中しており、昨今の西日本豪雨
や北海道胆振東部地震のような大規模災害が発生した場合、
人的被害、都市機能の麻痺など甚大な被害が予想され、全国
にも及ぶ社会経済活動への重大かつ深刻な影響が予想されま
す。 

このため、いつ起こるとも分からない災害への備えを万全
なものとするため、必要な財源を確保しつつ、事前防災、減
災のための公共施設やインフラの再構築、災害に強いまちづ
くりを着実に進めていく必要があります。 

1,514

122

310
383

696

320
212

0

400

800

1,200

1,600

特別区 札幌市 横浜市 名古屋市 大阪市 福岡市 全国

（千円） 地価公示平均価格 全用途
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5-1 人口動向による財政需要              

（1）子育て支援 

 

 
 

 

 

◆ 特別区の年少人口は、当面は高止まりする見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」を基に作成。 
※各年 10 月 1 日時点。2015 年は平成 27 年国勢調査による実績値。 

2020 年以降の推計は、平成 27 年国勢調査を基に推計したもの。 

✓ 近年、特別区の年少人口は子育て世帯の転入などにより増加傾向で

す。 

✓ 人口減少に歯止めをかけ、今後の日本を支えていくためにも、学童保

育の充実、特別支援教育など多様な子育てニーズに対応した支援策の充

実を図っていく必要があります。 

５ 特別区の財政需要 

1,004 1,034 1,035 1,020 1,009 1,008 995

100.0
103.0 103.1

101.6 100.5 100.4 99.1100.0 94.5
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年少人口（指数）2015年＝100.0

年少人口（0～14歳）の推計

特別区（年少人口） 特別区（指数） 全国（指数）
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（2）待機児童対策 

 

 

 

 

 

 

◆ 保育所の定員数を着実に増やし、待機児童は解消に向かっている 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※東京都福祉保健局「福祉・衛生 統計年報」を基に作成（各年度４月１日時点）。 

4,613

4,885

4,506
4,314

5,279

5,666

5,002

5,598 5,665

3,3521,955 

2,954 3,182 3,091 
3,140 

3,380 

3,947 
4,277 

4,700 
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3,500
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5,000
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6,000

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

（年度）

特別区における待機児童数と児童福祉費の推移

待機児童数 児童福祉費

（人） （億円）

✓ 特別区は、これまで待機児童の解消に向け毎年定員数を増やすなど、

待機児童対策の取組を精力的に進めています。 

✓ この結果、平成 30 年 4 月現在の待機児童数は、3,352 人（全国

19,895 人）となり、大幅に減少しています。 

✓ 一方、国が検討している幼児教育無償化の影響などにより、保育ニー

ズがさらに高まることも考えられます。 

※待機児童数は東京都福祉保健局「都内の保育サービスの状況について」を基に作成（各年度４月１日時点）。 
 児童福祉費は東京都総務局「特別区決算状況」（普通会計決算）を基に作成（29 年度は速報値）。 

108,951
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（３）高齢者対策 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 急激な高齢化の進展により、特別区の高齢者数は、今後 30 年間で 76
万人増加する見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 将来推計では今後、全国の高齢者数の伸びが鈍化する中でも、特別区

の高齢者人口は急激に増加する見込みです。 

✓ 高齢者人口の急激な増加により、医療・介護費の増加に加え、特別養

護老人ホームの整備など、高齢者にかかる財政需要の大幅な増加が見込

まれます。 

✓ また、特別区においては、65 歳以上に占める独居高齢者の割合が高

いなど、一人暮らしの高齢者が安心・安全に暮らすことのできる環境づ

くりも必要です。 

※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」を基に作成。 
※各年 10 月 1 日時点。2015 年は平成 27 年国勢調査による実績値。 

2020 年以降の推計は、平成 27 年国勢調査を基に推計したもの。 
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◆ 65 歳以上人口に占める独居（1 人暮らし）高齢者の割合は、全国と比べ

て 1.6 倍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 高齢者をはじめとする様々な人が安心して生活し、自らの意志で自由に

移動し社会に参加できる、バリアフリーなまちづくりが求められている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※各年の国勢調査を基に作成。 

東京 2020 大会を契機としたユニバーサルデザイン先進都市の実現に向けて、 
特に充実すべきと考えるもの 

※東京都生活文化局「平成 28 年度第 5 回インターネット都政モニター「2020 年に向けた実行プラン（仮称）」の
策定に向けて 調査結果」を加工して作成。 
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約1.6倍の差
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◆ 特別養護老人ホーム等は、今後の高齢化の進展により隣接県等での需要

も高まることから、特別区では更に不足する事態に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 30 年度都区財政調整における算定経費を基に相当分を算出。 

介護入所施設を整備する費用に用地費は含まない。 

※日本創生会議「一都三県における介護施設の収容能力の現状と見通し」を基に作成。 

2040 年に不足が見込まれる 51,515 床分の介護入所施設を整備する

場合、約 7,000 億円の経費が必要となります。 

-16,996 

-42,293 

-51,515 -60,000

-40,000

-20,000

0

20,000

્
શ
ય


༂

൮




୴


ઋ
ఱ
ਆ


્
શ
ય


༂

൮




୴


ઋ
ఱ
ਆ


્
શ
ય


༂

൮




୴


ઋ
ఱ
ਆ


（床）

介護入所施設の収容能力の現状と見通し

2015年 2025年 2040年

現在は都区部の不足を
周辺施設が補っている

全地域で大幅な不足が生じる
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5-2 災害リスクに備える財政需要              

（1）首都直下地震による被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 首都直下地震の被害対策を検討してきた国の有識者会議は、マグニチ

ュード 7 クラスの地震発生時、最悪の場合、死者が 2 万 3000 人、経

済的被害が約 95 兆円に上るとの想定を発表しております。 

✓ 特別区においては、日本全体を支える首都機能を守るとともに、住む

人・働く人・訪れる人の安全・安心を確保するため、首都直下地震への

対応等、防災・減災対策が急務です。 

この結果、首都直下地震による経済的被害は、 

○ 建物等の直接被害で、約 47 兆円、 

○ 生産・サービス低下の被害で、約 48 兆円と想定  

１．地震の揺れによる被害  

(1) 揺れによる全壊家屋：約 175,000 棟 建物倒壊による死者：最大約 11,000 人  

(2) 揺れによる建物被害に伴う要救助者：最大約 72,000 人 

２．市街地火災の多発と延焼  

(1) 焼失：最大約 412,000 棟、建物倒壊等と合わせ最大約 610,000 棟  

(2) 死者：最大約 16,000 人、建物倒壊等と合わせ最大約 23,000 人 

中央防災会議 首都直下地震対策検討ＷＧ 

「首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）」 
 

特別区においては、道路や公共施設の復旧、がれき処
理、 

仮設住宅の設置や遺体の収容・搬送など多岐にわたる、 
緊急かつ不測の財政需要を抱えることとなります。 
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（2）避難者対応 

 

数は、東日本大震災時の 8 倍以上（想定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）帰宅困難者対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都内の昼間人口の状況） 

通勤・通学での特別区への 
昼間流入人口と特別区民を合わせて 
 

約 1,200 万人が特別区に 

※東京都総務局「首都直下地震等による東京の被害想定」、復興庁「避難所生活者・避難所数の推移」より。 

首都直下地震（想定） 阪神・淡路大震災 東日本大震災

避難者数 3,110,940人 307,022人 386,739人

避難所数 1,600所 1,138所 2,182所

※東京都総務局「首都直下地震等による東京の被害想定」（自宅までの距離帯別に発生する帰宅困難者数）より。 
図は東京都財務局「平成 30 年度東京都普通交付税 算定結果に対する東京都の考え方」より引用。 

✓ 都の試算によれば、首都直下地震発生時の避難者数は約 311 万人に

及び、特別区内に約 1,600 所の避難所を確保する必要があります。 

✓ このため、特別区では、区民の安全・安心な避難生活のため、避難所

を運営するための救援物資の整備・更新に取り組んでいます。 

✓ 公共交通機関の運行停止により、自宅等への帰宅手段が閉ざされた、

膨大な帰宅困難者が発生するため、受入施設の確保等が急務です。 

✓ 約 1,200 万人の昼間人口を抱える特別区では、帰宅困難者の受入態

勢を準備する必要があります。 

首都直下地震発生時、379 万人の帰宅困難者が発生（想定） 
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（4）災害に強いまちづくり 

 

 

 

◆ 特別区には、大規模災害時に建物倒壊や焼失など大きな被害を引き起こ

す、著しく危険な木造住宅等が密集 
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不燃領域率の現状（平成28年度）

平成３２年度目標値
（全整備地域の平均）

目標値70％は、ほとんどの地域で未達成

✓ 特別区内には、木造密集地域や老朽建築物など防災や治安面で危険な地

区が未だ取り残されており、早期の解消が必要です。 

✓ また、都市防災機能向上のための公園等の整備は、区民の避難先として

の活用に加え、首都機能や企業活動の早期復興・再開にも繋がります。 

※東京都都市整備局「防災都市づくりの進捗状況」を基に作成。 

密集市街地 地区数

全国
197地区

特別区 113地区

※国土交通省「地震時等に著しく危険な密集市街地について」を基に作成。 

密集市街地 面積

全国
5,745ha

特別区 1,683ha
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◆ 特別区内には、大規模災害時の避難場所となる都市公園等が十分に確保

できていない（住民 1 人当たり面積は全国平均の 3 割以下） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 災害時の緊急輸送路としての役割も果たすこととなる特別区の都市計画

道路の完成率は 65.4％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土交通省「都市公園等整備現況（平成 28 年度末）」を基に作成。 

 

※都市計画道路の整備状況は、平成 29 年 3 月 31 日時点。 
※道路率は、平成 27 年 4 月 1 日時点（全国については平成 27 年 10 月 1 日時点）。 
※都市計画道路及び特別区・東京都の道路率は東京都都市整備局、建設局のホームページより。 
 全国の道路率は環境省「平成 28 年版環境統計集（都道府県別道路整備状況・普及率）」より。 
 

都市計画道路*

区部 東京都

計画延長 1,769km 3,210km

完成延長 1,157km 2,021km

完成率 65.4% 63.5%

整備標準単価 90億円／km －

道路率**

道路率

特別区 16.4%

東京都 8.5%

全国 2.0%

○ 都市計画道路の整備状況 ○ 道路率 
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（㎡） 住民１人当たり都市公園等面積
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◆ 特別区の無電柱化率は、欧米・アジアの主要都市と比べると８％と低水

準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 荒川や隅田川などの大規模河川の流域であるとともに、海抜ゼロメート

ル地帯が 116ｋ㎡ある特別区では、水害対策を行っていく必要がある 

 

 

 

 

 

 

8%

49%

96%

100%

100%

100%

0% 50% 100%

特別区

ソウル

台北

シンガポール

香港

ロンドン・パリ

欧米やアジアの主要都市と日本の無電柱化の現状

※内閣府「洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ資料」より引用。 

※国土交通省「無電柱化の整備状況（国内・海外）」を基に作成。 
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5-3 公共施設やインフラの更新による財政需要       

 

 

 

 

◆ 特別区の公共施設は老朽化が進んでおり、今後 20 年間で必要となる改

築経費は約３.2 兆円（約 1,600 億円/年） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特別区長会事務局試算 

✓ 特別区は、高度経済成長期に人口が集中したことにより、全国に先駆

けて公共施設を建設し、公共施設が改築時期を迎えています。 

✓ 特に築 45 年を超えた小中学校の面積が５割を超えるなど、全国と比

べても老朽化が著しく進んでおり、施設の老朽化対策は喫緊の課題とな

っています。 

2018 2027 2028 2037 2038 2047 2048 2057 2058 2067 （年度）

1,800

（億円/年）

1,400

1,600

1,200

400

600

800

200

1,000

2018～2037年度

約3.2兆円
約1,600億円/年

の改築経費

公共施設の改築経費推計（今後50年）

◆ 試算方法

・改築経費は、「特別区保有施設等に関する調査」における

施設面積に30年度都区財政調整の改築単価を乗じて算出。

・耐用年数は一律50年とし、2017年度以前に築50年を迎え

た施設の改築経費は、2018～2037年度の改築経費に含め

ている。

2038～2047

約1.1兆円

約1,100億円/年
の改築経費

2048～2057

約0.6兆円

2058～2067

約0.6兆円
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◆ 特別区は、公立小中学校（保有面積）の５割超が築 45 年超（全国は２割

弱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特別区長会事務局試算。なお、保有面積とは、当該学校の建物の面積から、「借用面積」、「一時的使用面
積」及び「未取り壊し面積」を除き、「国庫負担等未完成面積」を加えたもの。 
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6-1 徹底した行財政改革の推進                           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 持続可能な行財政運営に向けて 

✓ 特別区は、早くから行財政改革に取り組み、全国を上回るペースで職

員数を削減してきました。 

✓ この結果、平成 12 年度からの 17 年間で、職員数を約 25.2%削減

しています。 

✓ 行財政改革により捻出した財源は、特別区を取り巻く様々な行政需要

に応えるための施策に活用し、区民サービスの向上に役立てています。 

※文部科学省「公立学校施設における計画策定について」を基に作成。 

70

80

90

100

110

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

（指数）

（年度）

職員数の推移（指数）（平成2年度＝100）

特別区

全国市町村

東京都から特別区へ

清掃事業移管

81,739

74,929

68,925

64,621

61,983

61,128

55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

（年度）

（人）

職員数の推移と削減による効果

12年度から20,611人を削減
削減効果 1,584億円

平成12年度比較(単年度ベース)

その分を住民サービスの向上に
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※総務省「地方公共団体定員管理調査」を基に作成。 

 

◆ 指定管理者の導入や民間委託等を進め、行政のスリム化・効率化を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 特別区では、保育園や生活保護など福祉分野に重点的に職員を配置する

一方、福祉以外の行政分野は他の政令市等より少ない人員で対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

窓口業務

総合窓口
庶務業務

集約化

窓口業務の民間委託等の状況

特別区 全市区町村

※総務省「地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査等」（平成 29 年 4 月 1 日現在）を基に作成。 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

体育館

競技場

プール

公営住宅

図書館

公民館、

市民会館

特別養護

老人ホーム

福祉・保健

センター

指定管理者制度等の導入状況

特別区 全市区町村

※総務省「地方公共団体定員管理調査」を基に作成。 

※職員数は、普通会計職員数から消防部門職員数を除いたもの。また、政令市の職員数は、都道府県から政

令市に移譲された県費負担教職員数を除いたもの。 

※職員数は平成 29 年 4 月 1 日現在、人口は平成 30 年 1 月 1 日現在。 

※政令市及び中核市は、平成 29 年 4 月 1 日時点による。 

3.704 4.212 4.173

1.162
0.865 0.697

1.356 0.510 0.582

0

2

4

6

8

特別区 政令市 中核市

（人）
人口1,000人当たり職員数 保育園

保育園以外の福祉分野

福祉以外の行政分野
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6-2 将来需要に対応するための計画的な基金の活用     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 景気変動の影響を受けやすい特別区は、景気回復時に積み立て、景気後

退時に取り崩すという循環で、基金を一般財源の補完として有効に活用 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 特別区は財源に余剰があるため、基金を貯めこんでいるとの見方があ

ります。 

✓ 特別区の財政構造は、景気変動の影響を受けやすい歳入構造であるた

め、景気後退による区税等の減収にも対応できるよう、積極的に基金に

積み立てる必要があります。 

✓ また、首都直下地震や大規模水害等の発生時には、首都機能や社会経

済活動の早期復旧・復興、区民生活の早期再建のため、機動的な財政支

出が必要となることから、相応の基金残高の確保は不可欠です。 

✓ さらに、特別区では、小中学校をはじめとした公共施設の更新改修

（20 年間の経費約 3.2 兆円）など、膨大な財政需要を抱えています。 

✓ こうした中、中長期的な財政対応力を強化していくためにも、今後も

引き続き、基金を計画的に活用していく必要があります。 

891
1,688 1,350 1,136

2,057

4,297 4,574

6,530

2,287

8,222

5,340

4,530

5,339

9,805
8,395

10,919

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

（億円）

（年度）

特別区の積立金現在高の推移

特定目的基金（減債基金を含む）

財政調整基金

（平成3年度末）

9,910億円 景気後退

（取崩し）

景気回復

（積立て）

（平成20年度末）

1兆4,102億円

（平成28年度末）

1兆7,449億円

景気後退

（取崩し）

景気回復

（積立て）

バブル崩壊

リーマンショック
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◆ 過去のリーマンショック後の特別区の減収総額は 約 8,252 億円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 特定目的基金のほとんどは、道路、公園等のインフラや小中学校など、 

将来の公共施設の更新需要に備えるための基金 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※リーマンショック時の平成 20 年度決算額を基準とした基準割れ額の 6 年間の総額。 
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（百万円）

特定目的基金の積立状況（28年度末残高）

道路・公園などのインフラ、

区営住宅等の施設整備資金

主に小中学校の

整備資金

9,014 8,935 8,304 8,213 8,390 8,566 9,021 9,207 9,551 

10,000 
8,635 

8,676 8,865 9,050 9,361 
9,816 9,964 9,878 

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

（億円）

特別区税と特別区財政調整交付金の推移
特別区財政調整交付金

特別区税減収総額（※）8,252億円


